
（仮称）石狩市浜益沖浮体式洋上風力発電実証事業計画段階環境配慮書に対する質問事項及び事業者回答

1．全体に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

1-1 - 前倒し調査 1次

本事業に関し、アセス手続き迅速化等を目的とし、環
境に関する前倒し調査を実施している又は実施を検討
している場合、環境要素ごとに調査の実施時期や内容
をご教示ください。

本事業のアセス手続きの迅速化のため、来年度始めか
ら現地調査を実施できるよう、調査内容、工程につい
て検討を進めております。

1次

貴社ウェブサイトによると、本配慮書のインターネッ
トでの公表期間は縦覧期間のみで、電子縦覧図書のダ
ウンロード・印刷はできないこととなっています。こ
れらについて、図書の公表に当たっては、広く環境保
全の観点から意見を求められるよう、印刷可能な状態
にすることや条例に基づく縦覧期間終了後も継続して
公表することにより、利便性の向上に努めることが重
要と考えますが、事業者の見解を伺います。

インターネットによる環境影響評価図書の公表は、縦
覧期間中に、住民に広く記載事項を周知し意見をいた
だくために実施しております。目的外利用による図書
の流出、データ改ざん等を防ぐ観点からダウンロー
ド、印刷ができないよう制限しています。一方、情報
公開に関する配慮の必要性についても十分認識してお
り、縦覧期間終了後も印刷・ダウンロードを可能とし
た「あらまし」を公表しました。また、方法書以降に
おいても同様に公表いたします。

2次

縦覧期間終了後の図書の公開やダウンロード・印刷を
可能とすることは、住民との相互理解促進のためにも
重要な位置を占めるという認識は高まっていると思い
ますが、そのような検討はなされているでしょうか。
ダウンロード・印刷を可能とする事業も増えつつある
ことを踏まえ、相互理解の促進について事業者の見解
を伺います。

１次回答の通り環境影響評価図書の目的外利用による
図書の流出、データ改ざん等を防ぐ観点から環境影響
評価図書の公表は縦覧期間中のみとさせていただいて
おります。なお、縦覧期間終了後も印刷・ダウンロー
ドを可能とした配慮書の概要をまとめた「あらまし」
を公表しております。引き続き方法書、準備書、評価
書の各段階においても「あらまし」を継続して公表い
たします。

1次

関係自治体や住民の事業への理解を得るために、積極
的な情報提供が必要と考えますが、現時点で事業者が
考える相互理解の促進方法をご教示ください。

今後の環境影響評価手続きに当たっては、相互理解の
促進のため、関係市町、利害関係者（漁業関係者）お
よび地域に対して事業計画、現地調査計画および環境
影響評価図書内容等について積極的な情報提供や丁寧
な説明に努めてまいります。

2次

事業計画、現地調査計画および環境影響評価図書内容
等について積極的な情報提供や丁寧な説明に努めると
のことですが、インターネットの活用等、利便性の向
上に向け考慮されている点等あればご教示ください。

今後の環境影響評価手続きに当たっては、縦覧期間中
に弊社ＨＰにて環境影響評価図書を公表いたします。
また、縦覧期間終了後も印刷・ダウンロードを可能と
した配慮書の概要をまとめた「あらまし」を公表して
おります。引き続き方法書、準備書、評価書の各段階
においても「あらまし」を継続して公表いたします。

1次

2次

地域の景観の保全を考える上で、風力発電設備の位
置・配置や意匠形態に配慮すること、地域住民との間
にどれだけ合意形成が図られているかが重要であるた
め、風力発電設備の建設と周囲景観の保全について、
地域住民への積極的な情報提供や説明などにより、相
互理解の促進に努めてください。
また、周囲との調和を図るために
・北海道景観計画
・北海道太陽電池・風力発電設備景観形成
ガイドライン
を参考にし、事前相談を行うなど、景観法の届出の手
続きが順調に行えるようにしてください。

景観については、方法書以降の手続きにおいて、適切
に調査を実施し、現状を把握した上でフォトモンター
ジュを作成し、適切に予測評価を行い、図書での公表
と合わせて準備書の住民説明会にて説明をいたしま
す。
また、お示しの景観計画やガイドラインを参照し、適
切に対応いたします。

1-4 -
実証試験につ
いて

1次

本実証実験は、最終的には相当数の発電機が稼働する
際の環境影響を評価するのが目的となると思います
が、そのような認識でよろしいでしょうか。
そうであれば、この1～2基の試験では実証しきれない
部分が出てくると思われます。現段階で実証できる部
分、できない部分を整理しておくことが重要かと思い
ますが、その整理した部分について、可能な範囲で構
いませんのでご教示ください。

本環境影響評価としては、1～２基の浮体式洋上風力に
関する環境影響評価を目的としています。将来的に
ウィンドファームを開発する際には、今回の環境影響
評価をもとに評価すべき内容を検討していきたいと考
えております。

1-5 -
実証試験につ
いて②

1次

本事業で設置する発電機は大規模なものになります
が、これまでの知見では予測できないことも想定し、
実証することも目的かと思います。
従来の洋上風力発電事業で計画・設置されている相対
的には小さな発電機での知見に加えて実証を検討して
いる点があれば、差し支えない範囲でご教示くださ
い。

　本事業の目的はまだ実績の少ない浮体式洋上風力の
普及拡大に向けた技術課題の検証ならびに低コスト化
技術の開発となります。特に日本においては地震・台
風といった厳しい環境下においても安全に運用できる
ような設計基準の設定ならびに実証を目的とした事業
となります。

2．「第２章　第一種事業の目的及び内容」に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

2-1 4

2.2.2 第一種
事業の実施が
想定される区
域及びその面
積

1次

グリーンイノベーション基金「洋上風力発電の低コス
ト化プロジェクト」について、フェーズ１及び２の説
明がありますが、以降のフェーズがあれば、その詳細
についてご教示ください。

グリーンイノベーション基金事業としてはフェーズ２
で終わりになります。当社としてはフェーズ２以降は
浮体式洋上風力発電の社会実装として商業ウィンド
ファームの開発を目指していきたいと考えておりま
す。

1-2 - 図書の公表

1-3 - 相互理解促進

追加
1-6

-
相互理解促進
（景観）
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064510
テキストボックス
資料１－１



番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

2-2 10

第2.2-3図 候
補区域と事業
実施想定区域
の位置

1次

事業実施想定区域の範囲が候補区域から若干ずれてい
ますが、問題あるいは支障はないのか、また、候補区
域外の範囲ではどのような事業を想定しているのか、
更に、その範囲に風力発電機が設置される可能性があ
るのか、事業者の見解をご教示ください。

候補区域内において、風車の設置位置を検討し、工事
範囲（工事にあたり作業船が係留する範囲）を含めた
範囲を事業実施想定区域として設定しました。風車の
設置位置は候補区域内を予定しております。

2-3
12
～
14

輸送計画、変
電施設、送電
線、系統連系
地点、発電機
の配置計画

1次

海岸保全区域内及び一般公共海岸区域内に変電施設等
を設置する場合は、海岸管理者に申請が必要となりま
す。
また、変電施設等の設置により、河川や砂防区域等へ
の影響が想定される場合は除外を検討してください。

系統連系については現在敷設・揚陸ルートを含めて検
討中となりますが、手続きについて確認し、適切に対
応するとともに、影響についても検討してまいりま
す。

2-4 13

第2.2-5図
風力発電機の
概要（正面
図）

1次

「浮体基礎下部からの高さを最大として示した」との
記載がありますが、一般的に、浮体基礎はどの程度沈
み込むのか、参考までにご教示願います。

初期検討段階ではありますが、底面より16m程度沈み込
むと想定しております。

2-5 14

第2.2-6図
風力発電機の
基礎構造の種
類

1次

基礎はTLP方式を用いるとのことですが、潮位等、水深
が変化することによって、基礎構造に、どのような影
響がどの程度生じると想定されるのでしょうか。参考
までにご教示願います。

TLP方式は浮体をワイヤー・ロープにて水中に引き込む
ことで安定性を確保するものですが、それは沈み込ん
だ分に応じて浮き上がろうとする浮力を利用したもの
になります。潮位・水深の変化により浮体の沈み込む
分が変化しますが、現在の候補海域にて想定される一
番厳しい海象条件下においても過剰もしくは局所的な
力が働かないようワイヤーの伸縮および浮体の沈み込
みに対して調整できる機構を備える予定をしておりま
す。

2-6 15
2.地元との調
整

1次

「事業実施想定区域及びその周囲の海域を利用する漁
業関係者」は具体的にどのような者を指すのか、参考
までにご教示願います。

事業実施想定区域が石狩湾内の5漁協による共同漁業権
の海域につき、まずは以下の5漁協が関係者となりま
す。
・　石狩湾漁協
・　小樽市漁協
・　小樽機船漁協
・　余市郡漁協
・　東しゃこたん漁協
加えて、候補海域近くにある増毛漁協と、道内の魚組
を統括する北海道ぎょれん、内水面関係者として日本
海サケマス増殖事業協会が主な漁業関係者になると考
えております。

1次

環境省の「洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基
本的な考え方に関する検討会報告書」（平成29年）で
は、海底ケーブルについて、「環境影響評価の対象範
囲に含めることが望ましい。」とされていますが、今
回設定された事業実施想定区域は海底ケーブルの敷設
範囲や陸揚げ地点については含まれていますでしょう
か。また、方法書の段階では、対象事業実施区域にこ
れらの区域を含めるのでしょうか。

「発電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省、
2020年11月改訂）に基づき、設備・工事が「発電所又
は発電設備の設置に係る電気工作物全て（以下「発電
設備」という）」に該当する場合は事業実施想定区域
に含めて設定しております。
風力発電機を2基設置する場合、風力発電機同士をつな
ぐ海底ケーブルにつきましては発電設備として事業実
施想定区域に含めています。なお、風力発電機から陸
揚げ地点までの海底ケーブル及び陸揚げ地点は、送電
設備であり、環境影響評価の対象とはしていません。
海底ケーブル及び陸揚げ地点については、現地状況等
を踏まえ、自主調査の実施を検討してまいります。

2次

現地状況等を踏まえて海底ケーブル及び陸揚げ地点で
の自主調査を検討しているとのことですが、具体的に
どのような状況等であれば自主調査を実施することに
なるのでしょうか。事業者の見解をご教示ください。

重大な影響を受けるおそれがある環境要素があると判
断した場合には自主調査を行います。

1次

区域周辺には環境影響評価手続き中の事業が複数存在
しますが、累積的影響について今後どのように対応し
ていく予定か事業者の見解をご教示願います。

本事業の計画よりも早くに、計画中の風車の事業者が
選定され具体的な計画が明らかになった場合は、必要
な情報の入手に努め、今後の現地調査の結果や専門家
等の助言を踏まえ、本事業との累積的影響について適
切に調査、予測及び評価を実施します。

2次

他の事業者についても同海域において事業実施を計画
し、多数の風力発電機の建設が計画されていることか
ら、景観への累積的影響が懸念されます。
他の事業者とも調整し景観への影響の低減を図って事
業を実施してください。

現時点では、石狩湾の有望な区域において計画中の事
業が複数存在し、事業者が選定されていないことから
累積的影響を予測するための情報収集は困難です。
ただし、本事業の風車と促進区域の風車が同時期に存
在する可能性があることから、本事業の準備書作成段
階において、計画中の事業者が選定され具体的な計画
が明らかになった場合は、選定された事業者から情報
の入手に努め、ご指摘の通り対応いたします。

2-8 15

2.2.8
1.稼働中及び
計画中の風力
発電事業の状
況

2-7 15

2.2.7　第一
種事業に係る
工事の実施に
係る期間及び
工程計画の概
要

2/8



番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

3．「第３章　事業実施想定区域及びその周囲の概況」に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

3-1 22
第3.1-2図
主な河川の状
況

1次

変電施設等の設置により影響を受ける可能性がある河
川（普通河川を含む）については、全て河川名を記載
してください。

変電施設は環境影響評価の対象外としていますが、今
後の事業計画の熟度に応じて、影響を受ける可能性が
ある河川を把握した場合には河川名を表示いたしま
す。

1次

2次

事業計画が天然記念物鳥類に対して文化財保護法第125
条第１項の保存に影響を及ぼす行為であるか否かの意
見を専門家から聴取してください。事業計画が保存に
影響を及ぼす行為の場合は文化庁と協議してくださ
い。

ご指摘の通り対応いたします。

1次

2次

マリーンIBAの範囲は、生物多様性保全の鍵になる重要
な地域（KBA）にも該当するため、修正してください。
参考
（https://www.keybiodiversityareas.org/sites/sear
ch）

ご指摘の通り、KBA（NORTHEAN HOKKIADO-MARINE）はマ
リーンIBA（道北）の範囲を内包して選定されているた
め、方法書では別添資料の通りに修正いたします。

1次

事業実施想定区域及びその周辺は、EADASセンシティビ
ティMAP海域版の注意喚起メッシュに指定されていま
す。これらについて、注意喚起レベルはP65に記載され
ているとおり、海鳥の集団繁殖地や洋上分布等の情報
に基づいて算出されていますが、海鳥について正しく
配慮するためには、当該メッシュの注意喚起レベルの
設定理由を整理する必要があると考えますが、事業者
の見解を伺います。

２次回答において、保護区の有無、海鳥の繁殖地、海
鳥の洋上分布等について整理し、設定理由をお示しい
たします。また、方法書にもその内容を追記いたしま
す。

2次

注意喚起レベルの設定理由をお示しください。また、
整理した「保護区の有無、海鳥の繁殖地、海鳥の洋上
分布等」に基づいて、本事業においてどのような配慮
が必要と考えられるか、事業者の見解をお示しくださ
い。

注意喚起レベルは、「集団繁殖地（オオセグロカモ
メ、ウトウ及びウミウ）」として評価されているメッ
シュと、「洋上分布（ウ科の一種、ウトウ、ヒレアシ
シギ属の一種、ウミスズメ科の一種、カモメ科の一
種、ミズナギドリ科の一種、オオミズナギドリ等）」
として評価されているメッシュが存在することから設
定されています。以上の情報の詳細は、別添資料にお
いて整理しました。また、方法書にもその内容を追記
いたします。
本事業においては、これら海鳥の集団繁殖地と洋上分
布への影響を実行可能な範囲で低減するため、準備書
段階での現地調査の結果を踏まえ、配慮について検討
いたします。なお、影響の予測が困難な場合や最新の
保全措置について知見が必要と考えられる場合には専
門家等の意見を聴取します。

3-3 99
(2)重要な自
然環境のまと
まりの場

1次

沿岸部から離岸距離があり区域の重複はありません
が、方法書以降で海底ケーブルの陸揚げ地点について
検討されることを考慮すると、重要な自然環境のまと
まりの場に自然公園を選定する必要はないでしょう
か。

　風力発電機から陸揚げ地点までの海底ケーブル及び
陸揚げ地点は、送電設備であり、環境影響評価の対象
とはしていません。
　また、事業実施想定区域及びその周囲における自然
公園については「3.2.8 2.(1)①自然公園（p.174）」
に整理しており、事業計画の検討に当たっては、自然
公園への影響を回避又は極力低減するよう配慮しま
す。

1次

事業実施想定区域は、マリーンIBAと重複しています。
マリーンIBAは、その選定の理由となった海鳥の繁殖コ
ロニーが存在しており、マリーンIBAについて正しく配
慮するためには、その情報が必要不可欠と思われます
が、収集すべきではないでしょうか、事業者の見解を
伺います。

２次回答において、マリーンIBAに示された「環境構
成」、「海鳥の繁殖地の保護指定」、「繁殖している
海鳥」、「海鳥・海洋保全への脅威」等について整理
した内容をお示しいたします。また、方法書にもその
内容を追記いたします。

2次

マリーンIBAの選定理由等をお示しください。また、整
理した「「環境構成」、「海鳥の繁殖地の保護指
定」、「繁殖している海鳥」、「海鳥・海洋保全への
脅威」等」に基づいて、本事業においてどのような配
慮が必要と考えられるか、事業者の見解をお示しくだ
さい。

マリーンIBA道北（天売島）は、鳥獣保護区、国定公園
及び天然記念物等の保護指定がなされ、ウトウ、ウミ
ガラス、ケイマフリ、オオセグロカモメ、ウミネコ、
ウミスズメ、ヒメウが繁殖していることや漁業･観光・
船舶・洋上風力による脅威が示されていることから選
定されています。以上の情報の詳細は、別添資料にお
いて整理しました。また、方法書にもその内容を追記
いたします。
本事業においては、マリーンIBA道北（天売島）の範囲
への影響を実行可能な範囲で低減するため、準備書段
階での現地調査の結果を踏まえ、配慮について検討い
たします。なお、影響の予測が困難な場合や最新の保
全措置について知見が必要と考えられる場合には専門
家等の意見を聴取します。

追加
3-14

46
他

3.1.5 動植物
の生息又は生
育、植生及び
生態系の状況

3-2 63

第3.2-32図
重要な自然環
境のまとまり
の場

追加
3-15

56
99

(3)注目すべ
き生息地等

(2)重要な自
然環境のまと
まりの場

第3.1-19図
センシティビ
ティマップ海
域版

3-4 100

3/8
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番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

3-5 101

3.1.6　景
観、身近な自
然（野外ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ地を含
む）の状況

1次

文献その他の資料により整理したとありますが、関係
市町村にヒアリングは実施しているでしょうか。
している場合はその結果概要を、していない場合は今
後のヒアリングの実施予定についてご教示ください。

石狩市及び増毛町へ、眺望点に関するヒアリングを実
施しております。
石狩市からは、眺望点としての黄金山（ピリカノカ）
の追加に関する意見がありました。増毛町からは、意
見はありませんでした。
なお、黄金山（ピリカノカ）については、景観の調査
範囲である垂直見込角1度の範囲外であることから、眺
望点として選定しませんでした。
方法書作成にあたっては、景観資源及び身近な自然に
ついても、石狩市及び増毛町にヒアリングを実施する
予定です。

1次

2次

景観資源について、都市景観や農村（里地）景観につ
いても文献やヒアリング調査により確認し、歴史・文
化性の観点から選定する必要はないでしょうか。事業
者の見解をご教示ください。

文献調査及び関係市町等や有識者へのヒアリングを行
い、都市景観や農村（里地）景観に該当する景観資源
を確認できた場合は選定いたします。

3-6 103
第3.1-54表
主要な眺望点

1次

市街地からも視認される可能性があるため、事業実施
想定区域周辺の地域住民が日常生活上慣れ親しんでい
る場所についても眺望点を選定すべきではないでしょ
うか。事業者の見解をご教示ください。

方法書の作成にあたっては、必要に応じて関係市町等
へのヒアリングを実施し、地域住民が日常生活上慣れ
親しんでいる場所についても眺望点として選定するこ
とを検討いたします。

1次

『事業実施想定区域及びその周囲には自然公園地域が
分布している。』とありますが、第3.2-3図では、事業
実施想定区域内に自然公園があるようには見えませ
ん。記載について確認いただくとともに、今後公園内
に設備等の建設予定があるのか、事業者の見解を伺い
ます。

「事業実施想定区域の周囲には自然公園地域が分布し
ている」と記載すべきところでした。方法書では記載
を修正いたします。
自然公園地域は事業実施想定区域外のため環境影響評
価の対象ではございませんが、海底ケーブルが自然公
園を通る場合は影響を回避又は極力低減するよう配慮
します。

2次

1次質問の地域のほか、(2)農業地域及び(3)森林地域も
区域内には存在しませんので、確認の上、方法書では
記載を修正してください。

方法書では以下のように記載を修正いたします。
（2）「事業実施想定区域の周囲には農業地域が分布し
ている」
（3）「事業実施想定区域の周囲には森林地域が分布し
ている」

①事業実施区域は漁業権及び漁業許可区域内であり、
漁船を利用して漁場内を移動して漁具設置する刺し網
漁業やいか釣り漁業、漁具を一定期間同じ場所に設置
する養殖漁業や定置網漁業、潮間帯などの浅い海域で
磯廻りをしながら徒手などでウニやコンブを採取する
採介藻（さいかいそう）漁業など、多様な漁業を営ん
でいる海域となっている。
　また、当該海域における発電施設等の構造物の具体
な姿は未定であるが、水深70～80メートル付近での事
業が想定されており、事業予定海域に近い地域を拠点
としている地元漁業者のほか、各地からいか釣り漁業
などの操業のために、地元漁業者以外の方々も入り
会って操業が行われる海域である。
　そのため、海底ケーブル等も含めた構造物の形状毎
に、海域利用上の競合に関する支障の有無について、
関係する漁業協同組合等（石後海共第１号外の漁業権
者である石狩湾、小樽市、余市郡、東しゃこたん漁協
のほか、小樽機船漁協や地域の定置漁業者など）を主
として、道内漁協に周知を行うともに事前に協議し了
解を得るようにしてください。

ご指摘の通り対応いたします。

②調整（合意形成）のエリアの考え方を教えてくださ
い。なお、事業実施区域及び隣接地域には、下記の漁
業権が設定されていますので、協議の必要性を関係先
に確認してください。
・　内水面共同漁業権　石内共第１号
　※　関係先　石狩湾漁業協同組合
・　海面共同漁業権　留海共第２９号外
　※　関係先　増毛漁業協同組合等
・　定置漁業権　増さけ定第１号外
　※　関係先　増毛漁業協同組合等

調整エリアの考え方については、質問番号2-6の回答の
通りとなります。その他の関係先についてはご指摘の
関係先について、協議の必要性を含めて検討いたしま
す。

追加
3-16

101 (1)景観資源

3-8 125

2. 海域の利
用状況
(3)漁業権
（海面）の概
況

3-7 118
(4)自然公園
地域

1次
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番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

1次

出典である北海道医療機能情報システムを確認する
と、「増毛町立雄冬へき地出張診療所」があります
が、医療機関として抽出する必要はないのでしょう
か、事業者の見解を伺います。

入院施設のない医療機関は抽出対象としていないこと
から、「増毛町立雄冬へき地出張診療所」は抽出しま
せんでした。

2次

入院施設のない医療機関を抽出対象としなかった理由
をご教示ください。

入院施設のない診療所は、入院施設のある病院・診療
所と比較して患者の滞在が一時的であることから、抽
出対象としませんでした。
また、「特定工場等において発生する騒音の規制に関
する基準」（昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・
運輸省告示1号）及び「特定建設作業に伴つて発生する
騒音の規制に関する基準」（昭和43年厚生省・建設省
告示1号）等を参考に、「病院」は、医療法（昭和二十
三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病
院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院
させるための施設を有するものとしました。

3-10 140

第3.2-20表
産業廃棄物の
発生量及び処
理・処分量
（2018年度）

1次

2018度のデータについて記載されていますが、2020年
度のデータが公表されています。直近のデータを把握
する必要性について事業者の見解をご教示ください。

可能な限り直近のデータを把握する必要があると考え
ており、方法書では情報を更新し整理します。

3-11 140
第3.2-21表
産業廃棄物処
理施設数

1次

国土数値情報ダウンロードサイトを出典とされていま
すが、当該サイトでは、データの基準年月日は「平成
24（2012）年7月時点」とされています。今後の直近
データ把握に対する事業者の見解をご教示ください。

可能な限り直近のデータを把握する必要があると考え
ていますが、基本的には入手可能なオープンソースを
用いる方向で検討します。

1次

2次

「『環境緑地保護地区及び記念保護樹木』（北海道
ウェブサイト、2023年10月閲覧）によると、」と記載
されていますが、上記ウェブサイトには「緑地保全地
域」及び「特別緑地保全地区」について記載していな
いので、本情報が記載されている正しい出典及びその
確認結果をご教示ください。

「特別緑地保全地区総括表（北海道ウェブサイト、
2024年3月閲覧）」、「増毛町都市計画図（増毛町ウェ
ブサイト、2024年3月閲覧）」及び「石狩市水とみどり
の基本計画（石狩市ウェブサイト、2024年3月閲覧）」
によると、緑地保全地域及び特別緑地保全地区の指定
はありません。方法書では、上記の文献に修正いたし
ます。

1次

2次

「図3.2-17 保安林の指定状況」の保安林の区域に誤り
があります。区域を再度確認して図面を修正してくだ
さい。

ご指摘の通り、保安林の区域の凡例に誤りがございま
した。方法書では別添資料の通り修正いたします。

3-12 186 ②保護水面 1次

調整（合意形成）のエリアの考え方をご教示くださ
い。
なお、事業実施区域及び隣接地域には、下記の保護水
面が設定されていますので、協議の必要性を関係先に
確認してください。
・　厚田川、暑寒別川、信砂川
※　関係先
　　 (地独)北海道立総合研究機構
　　さけます・内水面水産試験場

調整エリアの考え方については、質問番号2-6の回答の
通りとなります。その他の関係先についてはご指摘の
関係先について、協議の必要性を含めて検討いたしま
す。

3-13 190

4.1-1表　計
画段階配慮事
項として選定
する項目

1次

①工事の施工中及び工事の完了後の配慮事項につい
て、水産動植物の生育や回遊等に関する影響の有無に
ついて、十分に解明されていない状況と思料するが、
環境影響評価などによって、地域漁業者等の不安や疑
問を払拭するよう、関係する漁業協同組合等（石後海
共の漁業権者のほか、小樽機船漁協や地域の定置漁業
者など）と事前に協議し、了解を得るようにしてくだ
さい。
②陸域での直接的な施工等はないが、河川を利用して
いる水産動植物に対する環境的な影響について、以下
の通り意見等を附します。
「事業実施想定区域に隣接する次の河川については、
サケマス類等の海と川を繋ぐ水産動植物の降海や生育
等に関する影響の有無について、環境影響評価などに
よって、地域漁業者等の不安や疑問を払拭するよう、
関係先と事前に協議し、了解を得るようにしてくださ
い。」

○　さけます増殖河川
・　厚田川、石狩川
　※　関係先
　　　(一社)日本海さけ・ます増殖事業協会
・　暑寒別川、信砂川
　※　関係先
　　　(一社)留萌管内さけ・ます増殖事業協会

ご指摘の通り対応いたします。

追加
3-17

175
④緑地保全地
域及び特別緑
地保全地区

(3)国土防災
関係
① 保安林

追加
3-18

181
182

3-9 133
第3.2-17表
学校、病院等
の状況
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番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

4．「第４章　計画段階配慮事項の調査等の結果」に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

4-1 191

第4.1-2表(1)
計画段階配慮
事項として選
定又は選定し
ない理由

1次

本配慮書では「騒音」を配慮事項として選定されてお
りませんが、約6.9km離れていれば、生活環境への影響
が極めて小さいと判断できる根拠をご教示ください。

風力発電機から受音点までの距離が6.9 kmのとき、風
力発電機のA特性音響パワーレベル※１を120dBとする
と、半自由空間における音圧レベルと音響パワーレベ
ルの関係式※２より、風力発電機（1基）から受音点
（住宅）に到達する騒音は、約35dB※３になります。
これは、「風力発電施設から発生する騒音に関する指
針」（環境省、2017年）に定められた指針値の下限値
（40dB）を下回っていることから、生活環境への影響
は極めて小さいと考えております。
※１：メーカー聞き取り値を参考に120dBと仮定
※２：Lp=Lw-20logr-8（Lp：騒音レベル、Lw：音響パ
ワーレベル、r：距離）
※３：35dB=120〔A特性音響パワーレベル〕-77〔距離
減衰〕-8〔音圧レベルと音響パワーレベルを関連づけ
る定数〕

4-2 191

第4.1-2表(1)
計画段階配慮
事項として選
定又は選定し
ない理由

1次

本配慮書では「超低周波音」を配慮事項として選定さ
れておりませんが、住民等から超低周波音による不安
や懸念が示された場合、現時点で事業者としてどのよ
うな対応を見込まれているのかご教示願います。

事業実施想定区域から最寄りの住宅等までは約6.9km離
れており、超低周波音が十分距離減衰するため、生活
環境への影響は極めて小さいと考えおります。
ただし、住民等から超低周波音による不安や懸念する
声があることから、現在、超低周波音の調査について
判断基準を整理し、実施要否を検討しています。検討
結果について、方法書でお示しいたします。
　

4-3 191

第4.1-2表(1)
計画段階配慮
事項として選
定又は選定し
ない理由

1次

本配慮書では「水中音」を配慮事項として選定されて
おりませんが、洋上風力発電所等に係る環境影響評価
の基本的な考え方に関する検討会報告書（平成29年３
月）において、選定することが適当と考えられる項目
とされていることを踏まえ、配慮事項として選定する
必要性、及び今後、調査・予測及び評価の対象とする
ことについて、事業者の見解をご教示ください。

水中音による海域に生息する動物への影響の程度につ
いては、実海域における知見が不足していること、事
業実施想定区域の海域特性や魚類の聴覚特性により、
水中音の伝搬や行動変化が異なると推察されること、
魚類の聴覚閾値に関する情報が限定されていることか
ら、配慮書時点での予測評価は困難であると認識して
おります。
方法書以降の手続きにおいては、最新の知見や先行事
例を参考にするほか、必要に応じて専門家の助言・指
導を仰ぎながら、海域動物のなかで調査、予測及び評
価を実施いたします。

4-4 191

第4.1-2表(1)
計画段階配慮
事項として選
定又は選定し
ない理由

1次

①計画段階配慮手続に係る技術ガイド(環境省)におい
て、水域の生態系は「場の消失の影響だけでなく構造
物等の出現に伴う水の流れの変化等の間接的影響に
よっても重大な影響が生じる可能性があることから、
定性的に予測することが望ましい」とされ、その方法
の解説がされています。そのため、生態系の項目を選
定し、本ガイド等に基づき、可能な範囲で予測評価を
行うべきではないか、事業者の見解をお示し下さい。
②海水は空気よりも粘性や密度が高いため施設の存在
によって乱流が発生して海底の堆積物がまきあがるこ
とが知られており、とりわけ浅海域や海底地形の複雑
な海域ではその影響は大きいと考えられます。した
がって海底で生息したり産卵する生物種には構造物に
よる影響が考えられ、海域や生物種によってはその影
響は顕著になる場合があると考えられます。生態系へ
の予測評価については専門家ヒアリングにより動物の
生息に重要な海域を把握するなどして手法を検討し、
予測評価を実施していただきたいと考えますが、貴社
の対応方針を伺います。
③①で記載した影響のほか、工事や施設の稼働に伴う
水中音による鳥類の採餌環境や渡りへの影響なども想
定され、野生生物や漁業資源に広範囲に渡る直接間接
の影響が生じるおそれがあります。このため、予測評
価の実施に当たっては、先行する諸外国の事例等も参
考に慎重に行う必要があると考えますが、この点につ
いて事業者の見解をお示し下さい。

①②「火力発電所等の環境影響評価における海域生態
系影響予測に関する基本的考え」（（公財）海洋生物
環境研究所、2016年）によれば、海域生態系影響予測
手法については、近年、様々な技術的検討が進めら
れ、影響予測の技術基盤が整いつつあるが、海域の生
態系については生物の種の多様性や種々の環境要素が
複雑に関与するため、いずれもまだ研究開発ないし実
証的検討の段階にあり、標準的な手法を提示できる段
階ではないとされていることから、海域の生態系は、
計画段階配慮事項として選定しておりません。方法書
以降の手続きにおいては、最新の知見や先行事例を参
考にするほか、必要に応じて専門家の助言・指導を仰
ぎながら、生態系について選定し、予測及び評価の実
施を検討いたします。
③なお、予測評価の実施に当たっては、必要に応じて
諸外国も含めた先行事例の収集に努め、専門家の助
言・指導を仰ぎながら慎重に行います。

6/8
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番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

1次

事業者の対応に「方法書手続き以降」の記載が見られ
ますが、これらは方法書作成前に対応し、その結果が
方法書に反映されるのか、それとも方法書手続き終了
後に対応され、準備書に反映されるものなのかをご教
示ください。

文献調査並びに調査、予測及び評価の計画に関するヒ
アリング結果については、方法書作成時に対応し、そ
の結果を方法書に反映いたします。
調査、予測及び評価の結果並びに環境保全措置に関す
るヒアリング結果については、準備書作成時に対応
し、その結果を準備書に反映いたします。

2次

専門家へのヒアリングについては、各分野1名のみの実
施となっていますが、各分野の中においても、専門家
により専門とする内容は様々であり、見解が異なる可
能性もあることから、各分野複数名の専門家へのヒア
リングを実施することが望ましいと考えますが、事業
者の見解をご教示ください。

ヒアリングの内容に応じ、その専門分野に知見のある
専門家へヒアリングを実施いたします。複数分野に当
たる場合は、それぞれの専門分野に知見のある専門家
にヒアリングを実施し、適切に対応いたします。

4-6 208

第4.3-13表
(2)　専門家
等へのヒアリ
ングの結果
（海棲哺乳
類）

1次

ネズミイルカに関する意見に「強沿岸性であり、事業
実施想定区域を利用している可能性が懸念される。」
と意見がありますが、ここでいう「沿岸」は水深約何
ｍ程度の場所を指すのか、ご教示ください。

海棲哺乳類の専門家ヒアリングにおいて、「沿岸性・
沖合性は水深200mが目安になる。」旨の意見をいただ
いており、表中の「沿岸」は、おおむね水深200m以浅
の海域を指すものと認識しております。

4-7 212 (2)評価結果 1次

①ここでいう「沿岸域」「外洋域」はどの程度の水深
の場所を指しているのかご教示ください。
②質問番号4-6にも関係しますが、「沿岸」「外洋」の
定義が専門家と事業者とで異なると、正しい評価とな
らないため、図書内で整合を取る必要があると考えま
すが、それぞれの定義は一致しているという認識でよ
ろしいでしょうか。

①「海洋生物多様性保全戦略」（環境省、2011年）で
は外洋域の区域について「沿岸域と外洋域との生態系
区分は曖昧で、両者は相互に関連しあっているが、沿
岸域の範囲について、本保全戦略では『水深200ｍ以浅
の大陸棚海域から潮間帯を沿岸域として、人間活動の
影響を強く受ける海域』と定義し、それ以外を外洋域
とする。」とされています。
②アセス図書の内容について専門家と協議する際など
は、「沿岸」「外洋」の定義について整合をとるよう
に心がけております（質問番号4-6の回答のとおり）。

4-8 220

第4.3-19表
主要な眺望点
から見た眺望
景観への影響

1次

ふるさと公園（ラバーズオーシャン）からの視認可能
性が「不可視」となっていますが、前ページの可視領
域図では可視範囲に含まれているように見えます。ど
のような条件で不可視となっているのか、ご教示くだ
さい。

「基盤地図情報ダウンロードサービス（数値標高モデ
ル）10mメッシュ（地形図の等高線）」（国土交通省
ウェブサイト、2023年10月閲覧）を用いてコンピュー
ター解析を行い、風力発電機（最大高さ259m）を視認
できる可能性のある範囲を可視領域図として作成して
おります。可視領域図の内、ふるさと公園（ラバーズ
オーシャン）周辺を拡大した図を添付資料に示しま
す。
ふるさと公園（ラバーズオーシャン）から事業実施想
定区域方向への眺望は、北西側に位置する標高170m程
度の地形により遮蔽されていると推測され、可視領域
の範囲に含まれないため、不可視と判断しました。
ただし、方法書の作成に当たっては、現地からの眺望
を確認した上で、眺望点として選定するかを判断いた
します。

4-5 198
③専門家への
ヒアリング

7/8

064510
線



番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

1次

本事業は洋上風力発電事業であり、眺望点からの俯瞰
景に風車が介在する場合も多いと思われます。このた
め、通常の陸上風力で用いる評価手法だけでなく、影
響の程度を評価するための工夫がさらに必要と考えま
すが、現時点で検討されている事項があれば、ご教示
ください。

方法書以降の手続きにおいては、適切に調査を実施
し、現状を把握した上でフォトモンタージュを作成し
て予測及び評価を行います。現時点では「景観対策ガ
イドライン（案）」（UHV送電特別委員会環境部会立地
分科会、1981年）に基づく「垂直視覚と鉄塔の見え
方」を参考とした垂直見込角に応じた見え方を評価す
る計画になります。適宜最新の予測、評価に関する知
見を収集し、影響の回避又は低減のための環境保全措
置を検討します。

①各眺望点は日本海側を眺望する利用があることか
ら、夕日を眺望することにより、ガイドラインの「場
合によっては景観的に気になり出す。」に当てはまる
可能性があります。利用者の目的や属性によって感じ
方は異なるため、フォトモンタージュを活用したアン
ケート調査も有効と考えますが、そのような調査の実
施について、事業者の見解をご教示ください。
②事業実施想定区域の周辺には、暑寒別天売焼尻国定
公園第1種特別地域が近接しており、また暑寒別天売焼
尻国定公園の主要な眺望点として利用施設計画に位置
づけられている「雄冬園地」及び「雄冬線道路（車
道）」等が存在することから、本事業の実施により、
これら眺望点からの景観に対する影響が懸念されま
す。
その他、本事業は規模（高さ）が最高259ｍと大型であ
ることから、公園利用施設・眺望点からの景観に対す
る重大な影響が懸念されます。
このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たって
は、現地調査により主要な眺望点からの眺望の特性、
利用状況等を把握した上で、フォトモンタージュを作
成し、垂直見込角、主要な眺望方向及び水平視野も考
慮した客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏ま
え、重要な眺望景観への影響を回避又は極力低減して
ください。

①景観に係る意見聴取について以下の対応を実施し、
広く意見をいただくためアンケート調査については実
施いたしません。
・方法書の住民説明会においてフォトモンタージュを
示して説明し意見を聴取
・準備書にフォトモンタージュを掲載し、縦覧を行い
意見を募集
・準備書の住民説明会においてもフォトモンタージュ
を示して説明し意見を聴取
②方法書の作成にあたっては、各関係自治体等に、
「雄冬園地」及び「雄冬線道路（車道）」の位置を確
認し、適切に主要な眺望点として選定することを検討
いたします。また、風力発電設備等の配置等の検討に
当たっては、適切に現地調査を実施し、フォトモン
タージュを作成して予測及び評価を実施し、重要な眺
望景観への影響を回避又は極力低減いたします。

③フォトモンタージュ作成時は、風力発電設備が視認
しやすい晴天の日を想定して作成するとともに、眺望
点やゾーニング区分毎に四季（春季・夏期・秋期・冬
期）を通して人が見た印象に近いとされる焦点距離50
㎜（35 ㎜フィルム換算）で撮影した写真で複数枚作成
してください。

③ご指摘事項を踏まえ、調査手法を検討いたします。

5．その他に関する質問
番号 頁 項目等 区分 質問事項 事業者回答

5-1 227 資料編 1次

いくつかの分類群で「北海道環境データベース」から
情報を収集していますが、検索範囲など、どのような
条件で検索し、種を抽出しているのか、本データベー
スを活用している分類群ごとにご教示願います。

「北海道環境データベース」の利用に当たっては、各
分類群とも、石狩市、石狩市（旧　厚田村）、石狩市
（旧　浜益村）、及び増毛町について「属性表示」か
らリストを表示し、種を抽出しております。

2次

4-9 221

3.評価
(3)方法書以
降の手続きに
おいて留意す
る事項
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